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1(144)日在医会誌 第11巻・第２号 2010年１月

在宅支援のための連携は

会 長 前 沢 政 次

近年，連携や協働などの言葉が汎用されるようになった．時には筆者自身も多職種協働という言葉

を使う．

先日，国保診療施設協議会の老人保健福祉調査研究会で，今年取り組む研究テーマのひとつ「保健

福祉事業における住民協働実施に関する要因の調査検討委員会」の調査計画を発表した席上で，ある

高名な福祉学者から「このようなジャンクワードを使うべきではない」とお叱りを受けた．

ジャンクワードとはいやな言葉だなあと改めて辞書を引いてみると，「がらくた言葉」とある．軽

蔑すべき用語ということか．そこまで言わなくてもよいのではと考えたが，おそらく，理想的な言葉

を使っても現実はそう甘くない，もっと具体的な言葉を使えということだろうか．

さて，連携に関しては介護保険で医師の業務に対し，病診連携，診診連携，さらには訪問看護ステ

ーション，保険調剤薬局，介護老人保健施設などとの連携が「在宅患者連携指導料」として2008年4

月から認められた．しかし，種々の制限もあり，医師たちの評判はよろしくない．制度誘導型の連携

は実を結びにくい．

先日，札幌市西区で介護支援専門員と医師との連携に関する話し合いを主とした研修会があり，そ

の結果を坂本仁先生が教えてくれた．

まず，介護支援専門員から医師への注文がある．医師との直接の面談はほとんど無理．病院もソー

シャルワーカーがいないところは連携が取れない．主治医が何人もいて患者に不親切，医師は患者の

生活面を知ろうとしない，主治医意見書の特記事項の意見書に記載がまったくない，連携文書を出す

が回答がまったくない，等々．その他，病院の仕組みに対しても地域を知らない看護師が多い，退院

時カンファレンスへの参加を拒否されるなど不満が多い．

一方，医師も黙ってはいない．介護支援専門員からの文書が的外れで何が言いたいか分からない．

患者が入院してきても，以前の在宅の様子が分からない．主治医意見書を書く前に，在宅の情報がほ

しいなど．

行き当たりばったりで信頼関係は生まれそうにない．まずはお見合いするチャンスがほしい．医師

は外来時や訪問診療時をよい機会にしてほしいと望んでいる．

次は的確な情報を伝え合うことである．これには訓練が必要だ．長々と書いた連携文書など読む気

が起きない．ポイントを２，３に絞れば読みやすい．

そして診療以外でも顔を合わせる機会がほしい．勉強会，症例検討会，懇親会に参加するメリット

を享受したい．

さて協働とは何か．何かのイベントや行事に参加して，ワイワイ騒いで事足れりとしてはならない．

協働のプロを育成することが基本である．ほどよいタイミングにリフレクション（省察）による成長

感とルールづくりがそれに伴う．一朝一夕に叶う性質のものではない．

政権が代わっても，在宅支援の基本は変わらない．受身的な安心社会から，不確実性があっても人

を信じる社会へと変わらなければ，保健も福祉も医療もよい方向には進みそうにない．

巻頭言

 




